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市 議 案 第 ６ ３ 号  
執 行 機 関 の 附 属 機 関 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 執 行 機 関 の 附 属 機 関 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次

の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

豊 中 市 歴 史 的 文 化 的 文 書 審 議 会 及 び 春 日 大 社 南 郷 目 代 今 西

氏 屋 敷 史 跡 整 備 委 員 会 を 廃 止 す る と と も に ， 豊 中 市 行 政 文 書 等

審 議 会 を 設 置 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

執行機関の附属機関に関する条例（昭和２８年豊中市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（設置） （設置） 

第１条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に別に定めのあるものを除

くほか，市に執行機関の附属機関として，次の委員会を置く。 

第１条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に別に定めのあるものを除

くほか，市に執行機関の附属機関として，次の委員会を置く。 

附属機関の

属する執行

機関 

附属機関 担任事務 

市長 （省 略） 

豊中市歴史的文

化的文書審議会 

歴史的文化的価値を有する文書の保存及び利用

についての諸課題の調査審議に関する事務 

（省 略） 

豊中市バリアフ

リー推進協議会 

（省 略） 

 

 

教育委員会 （省 略） 

春日大社南郷目

代今西氏屋敷史

跡整備委員会 

春日大社南郷目代今西氏屋敷史跡整備計画の策

定等についての調査審議に関する事務 

（省 略） 
 

附属機関の

属する執行

機関 

附属機関 担任事務 

市長 （省 略） 

 

 

（省 略） 

豊中市バリアフ

リー推進協議会 

（省 略） 

豊中市行政文書

等審議会 

行政文書等の管理についての重要事項の調査審

議に関する事務 

教育委員会 （省 略） 

 

 

 

（省 略） 
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附 則 

１ この条例は，令和４年１０月１日から施行する。ただし，春日大社南郷目代今西氏屋敷史跡整備委員会に関する部分を削る改正規定及び次項の規定（第２条

第１項第６９号中「，春日大社南郷目代今西氏屋敷史跡整備委員会」を削る部分に限る。）は，公布の日から施行する。 

２ 委員等の報酬及び費用弁償条例（昭和３１年豊中市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第６９号中「歴史的文化的文書審議会，」及び「，春日大社南郷目代今西氏屋敷史跡整備委員会」を削る。 
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市 議 案 第 ６ ４ 号  
市 長 等 の 退 職 手 当 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 設 定 に つ

い て  
 市 長 等 の 退 職 手 当 の 特 例 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る

も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

市 長 ， 副 市 長 ， 上 下 水 道 事 業 管 理 者 ， 病 院 事 業 管 理 者 及 び 教

育 長 の 退 職 手 当 に つ い て 減 額 特 例 措 置 を 講 じ る た め ， 提 案 す る

も の で あ る 。  
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豊 中 市条 例 第   号  

市 長 等の 退 職 手 当 の 特 例に 関 す る 条 例  

 こ の 条 例 の 施 行 の 日 に お い て 市 長 ， 副 市 長 又 は 教 育 長 で あ る

者 及 び 同 日 以 後 新 た に 副 市 長 ， 上 下 水 道 事 業 管 理 者 ， 病 院 事 業

管 理 者 又 は 教 育 長 と な る 者 の 退 職 手 当 の 額 は ， 市 長 等 の 退 職 手

当 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ １ 年 豊 中 市 条 例 第 ２ ０ 号 ） 第 ３ 条 の 規

定 に か か わ ら ず ， 同 条 の 規 定 に よ り 算 定 し て 得 た 額 か ら ， 市 長

に あ って は そ の １ ０ ０ 分の ５ ０ ，副 市 長 ，上 下 水 道 事 業 管 理者 ，

病 院 事 業 管 理 者 及 び 教 育 長 に あ っ て は そ の １ ０ ０ 分 の ３ ０ に 相

当 す る額 を 減 じ た 額 と する 。  

附  則  

１  この 条 例 は ， 公 布 の日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 条 例 は ， こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 市 長 の 職 に あ る 者 が

退 職 した 日 限 り ， そ の 効力 を 失 う 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 市 長 が 退 職 し た 日 に お い て 現 に

副 市 長 ， 上 下 水 道 事 業 管 理 者 ， 病 院 事 業 管 理 者 又 は 教 育 長 の

職 に あ る 者 に つ い て は ， こ の 条 例 の 規 定 は ， 同 日 後 も こ れ ら

の 者 の退 職 す る 日 ま で の間 は ， な お そ の 効力 を 有 す る 。  
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市 議 案 第 ６ ５ 号  
豊 中 市 債 権 の 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 債 権 の 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の

よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

私 債 権 の 履 行 遅 滞 に 係 る 損 害 賠 償 金 の 額 の 計 算 方 法 そ の 他

所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市債権の管理に関する条例の一部を改正する条例 

 豊中市債権の管理に関する条例（平成２５年豊中市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 （私債権の履行遅滞に係る損害賠償金） 

 第８条 前条の規定により私債権に係る督促を受けた者は，履行期限後に当該

債権を納付する場合において，当該債権の額が２，０００円以上（１，００

０円未満の端数があるときは，その端数は切り捨てる。）であるときは，当

該債権の額に，当該履行期限の翌日から納付の日までの期間に応じ，民法（明

治２９年法律第８９号）第４１９条第１項に規定する法定利率を乗じて計算

して得た金額に相当する損害賠償金の額を加算して納付しなければならな

い。ただし，損害賠償金の確定金額に１００円未満の端数がある場合におけ

る当該端数金額又は損害賠償金の確定金額が１，０００円未満である場合に

おける当該確定金額については，この限りでない。 

 ２ 前項における年当たりの割合は， 閏
じゅん

年の日を含む期間についても，３６

５日当たりの割合とする。 

 ３ 第１項の規定により損害賠償金の額を計算する場合において，その計算の

基礎となる債権の額の一部が納付されているときは，その納付の日の翌日以

後の期間に係る損害賠償金の額の計算の基礎となる債権の額は，その納付さ

れた金額を控除した額とする。 

 ４ 第１項の規定により損害賠償金の額をその計算の基礎となる債権の額に

加算して納付すべき場合において，納付された金額が当該計算の基礎となる

債権の額に達するまでは，当該納付された金額は，まず当該計算の基礎とな
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

る債権に充てられたものとする。 

 ５ 市長は，やむを得ない理由があると認める場合は，第１項に規定する損害

賠償金の全部又は一部を徴収しないことができる。 

 ６ 前各項の規定は，他の条例，市規則又は契約で別段の定めをすることを妨

げない。 

（滞納者に関する情報の利用等） （滞納者に関する情報の利用等） 

第８条 （省 略） 第９条 （省 略） 

（強制執行，徴収停止等） （強制執行，徴収停止等） 

第９条 （省 略） 第１０条 （省 略） 

（債権の放棄） （債権の放棄） 

第１０条 （省 略） 第１１条 （省 略） 

（報告） （報告） 

第１１条 （省 略） 第１２条 （省 略） 

（公営企業管理者が管理する債権への適用） （公営企業管理者が管理する債権への適用） 

第１２条 公営企業管理者が管理する債権に係るこの条例の適用については，

この条例の規定（前条の規定を除く。）中「市長」とあるのは，「地方公営

企業の管理者」とする。 

第１３条 公営企業管理者が管理する債権に係るこの条例の適用については，

第４条から第１１条までの規定中「市長」とあるのは「地方公営企業の管理

者」と，第４条から第６条まで, 第８条及び次条の規定中「市規則」とある

のは「管理規程」とする。 

（委任） （委任） 

第１３条 （省 略） 第１４条 （省 略） 

附 則 

１ この条例は，令和４年１０月１日から施行する。 
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２ この条例による改正後の豊中市債権の管理に関する条例第８条の規定は，この条例の施行の日以後に額が確定する損害賠償金について適用する。 
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市 議 案 第 ６ ６ 号  
手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の

と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 の 改 正 に 伴 い ， 所 要 の 規 定

を 整 備 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

手数料条例の一部を改正する条例 

手数料条例（平成１２年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表第３ 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）関係 別表第３ 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）関係 

 事務 名称 金額 

１ 第４条第２項の規定に基づく

犬の登録 

（省 略） 

（省 略） 
 

 事務 名称 金額 

１ 第４条第２項の規定に基づく

犬の登録（動物の愛護及び管理

に関する法律（昭和４８年法律

第１０５号）第３９条の７第２

項の規定により第４条第１項

の登録の申請があったものと

みなされる場合を除く。） 

（省 略） 

（省 略） 
 

別表第２６ 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）

関係 

別表第２６ 動物の愛護及び管理に関する法律関係 

表の部分 （省 略） 表の部分 （省 略） 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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市 議 案 第 ６ ７ 号  
豊 中 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に

つ い て  
 豊 中 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す

る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 地 方 税 法 等 の 改 正 に 伴 い ， 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 の 適 用

期 限 の 延 長 ， 上 場 株 式 等 の 配 当 所 得 等 に 係 る 課 税 方 式 の 見 直 し

そ の 他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る と と も に ， 下 水 道 除 害 施 設 に 係 る

固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 の 特 例 措 置 を 講 じ る た め ， 提 案 す る も の

で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市市税条例等の一部を改正する条例 

（豊中市市税条例の一部改正） 

第１条 豊中市市税条例（平成１５年豊中市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第１８条 （省 略） 第１８条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 前項の規定は，特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属す

る年度分の特定配当等申告書（市民税の納税通知書が送達される時までに提

出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。）に特定配当

等に係る所得の明細に関する事項その他法施行規則に定める事項の記載が

あるとき（特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理

由があると市長が認めるときを含む。）は，当該特定配当等に係る所得の金

額については，適用しない。ただし，第１号に掲げる申告書及び第２号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載され

た事項その他の事情を勘案して，この項の規定を適用しないことが適当であ

ると市長が認めるときは，この限りでない。 

(１) 第２７条第１項の規定による申告書 

(２) 第２８条第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に

限る。） 

４ 前項の規定は，前年分の所得税に係る第２８条第１項に規定する確定申告

書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他法施行規則に定める

事項の記載があるときは，当該特定配当等に係る所得の金額については，適

用しない。 

５ （省 略） ５ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

６ 前項の規定は，特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の４

月１日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項に

おいて同じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項そ

の他法施行規則に定める事項の記載があるとき（特定株式等譲渡所得金額申

告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。）は，当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額につい

ては，適用しない。ただし，第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告

書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して，この項の規定を適用しないことが適当であると市長

が認めるときは，この限りでない。 

(１) 第２７条第１項の規定による申告書 

(２) 第２８条第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に

限る。） 

６ 前項の規定は，前年分の所得税に係る第２８条第１項に規定する確定申告

書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他法施行

規則に定める事項の記載があるときは，当該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額については，適用しない。 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第２２条の２ 所得割の納税義務者が，前年中に法第３１４条の７第１項第１

号若しくは第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金（市内に事務所又は

事業所を有する法人又は団体に対するものに限る。）を支出した場合には，

同項に規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条

第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては，当該控除

すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」と

いう。）をその者の第２０条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除するものとする。この場合において，当該控除額が当該所得割の額を

第２２条の２ 所得割の納税義務者が，前年中に法第３１４条の７第１項第１

号若しくは第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金（市内に事務所又は

事業所を有する法人又は団体に対するものに限る。）を支出した場合には，

同項に規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条

第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては，当該控除

すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」と

いう。）をその者の第２０条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除するものとする。この場合において，当該控除額が当該所得割の額を
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

超えるときは，当該控除額は，当該所得割の額に相当する金額とする。 超えるときは，当該控除額は，当該所得割の額に相当する金額とする。 

(１)～(４) （省 略） (１)～(４) （省 略） 

(５) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び公益

財団法人（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第１５

５号）附則第１３条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされ

る同令による改正前の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３

号に規定する民法法人を含む。）に対する寄附金（出資に関する業務に充

てられることが明らかなものを除き，当該法人の主たる目的である業務に

関連するものに限る。） 

(５) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び公益

財団法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかな

ものを除き，当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(６)～(９) （省 略） (６)～(９) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第２４条 所得割の納税義務者が，第１８条第４項に規定する特定配当等申告

書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当

等の額について法第２章第１節第５款の規定により配当割額を課された場

合又は同条第６項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等

譲渡所得金額について同節第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ

れた場合には，当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じ

て得た金額を，第２０条及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。 

第２４条 所得割の納税義務者が，第１８条第４項に規定する確定申告書に記

載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額

について法第２章第１節第５款の規定により配当割額を課された場合又は

同条第６項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係

る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節

第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には，当該配当割額

又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を，第２０条及び

前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除するこ

とができなかった金額があるときは，当該控除することができなかった金額

は，法施行令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるところに

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除するこ

とができなかった金額があるときは，当該控除することができなかった金額

は，法施行令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるところに
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

より，同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付

し，又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の府民税若しく

は市民税に充当し，若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当す

る。 

より，同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付

し，又は当該納税義務者の同項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の

翌年度分の個人の府民税若しくは市民税に充当し，若しくは当該納税義務者

の未納に係る徴収金に充当する。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２７条 第１４条第１項第１号に掲げる者は，３月１５日までに，法第３１

７条の２第１項各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし，法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与

支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１月１

日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中におい

て給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

たもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控

除額（法施行令第４８条の９の７に規定するものを除く。），小規模企業共

済等掛金控除額，生命保険料控除額，地震保険料控除額，勤労学生控除額，

配偶者特別控除額（所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除

対象配偶者に係るものを除く。）若しくは法第３１４条の２第４項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額

の控除，法第３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除，同条第９項に

規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第２２条の２の規定

により控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外

の所得を有しなかった者」という。）及び第１５条第２項に規定する者（法

施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）につい

第２７条 第１４条第１項第１号に掲げる者は，３月１５日までに，法第３１

７条の２第１項各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし，法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与

支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１月１

日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中におい

て給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

たもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控

除額（法施行令第４８条の９の７に規定するものを除く。），小規模企業共

済等掛金控除額，生命保険料控除額，地震保険料控除額，勤労学生控除額，

配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９，０００，

０００円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２

に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０

００円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係る

ものを除く。）若しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額の控

除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除，法第３１３

条第８項に規定する純損失の金額の控除，同条第９項に規定する純損失若し

くは雑損失の金額の控除若しくは第２２条の２の規定により控除すべき金

額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けよう
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

ては，この限りでない。 とするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなか

った者」という。）及び第１５条第２項に規定する者（法施行規則第２条の

２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）については，この限りで

ない。 

２～８ （省 略） ２～８ （省 略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第２８条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という。）

で市内に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規

定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から

毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに，法施行規則で定めるところ

により，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該給与支払者を経由して，

市長に提出しなければならない。 

第２８条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という。）

で市内に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規

定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から

毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに，法施行規則で定めるところ

により，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該給与支払者を経由して，

市長に提出しなければならない。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

 (２) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１０，０００，０００円以下で

あるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項

に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払

を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除

き，合計所得金額が１，３３０，０００円以下であるものに限る。次条第

１項において同じ。）の氏名 

(２)・(３) （省 略） (３)・(４) （省 略） 

２～５ （省 略） ２～５ （省 略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２８条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって，

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，当該申告書の提

出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等

の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに，法施行規則で定めるところ

により，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由

して，市長に提出しなければならない。 

第２８条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって，

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以

下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第４

８条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得

を有する者であって，合計所得金額が９５０，０００円以下であるものに限

る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親族で

あって退職手当等に係る所得を有しない者を除く。）を有する者（以下この

条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，

当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに，法施行規則で定

めるところにより，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支

払者を経由して，市長に提出しなければならない。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

 (２) 特定配偶者の氏名 

(２)・(３) （省 略） (３)・(４) （省 略） 

２～５ （省 略） ２～５ （省 略） 

附 則 附 則 

第８条の２の２ 平成２２年度から令和１５年度までの各年度分の個人の市

民税に限り，所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第

４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１

第８条の２の２ 平成２２年度から令和２０年度までの各年度分の個人の市

民税に限り，所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第

４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

年から平成１８年まで又は平成２１年から令和３年までの各年である場合

に限る。）において，前条第１項の規定の適用を受けないときは，法附則第

５条の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）に規定するところにより控除すべき額を，当該納税義務者の第２０

条及び第２２条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

年から平成１８年まで又は平成２１年から令和７年までの各年である場合

に限る。）において，前条第１項の規定の適用を受けないときは，法附則第

５条の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）に規定するところにより控除すべき額を，当該納税義務者の第２０

条及び第２２条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１１条の２ （省 略） 第１１条の２ （省 略） 

 

２～９ （省 略） 

２ 法附則第１５条第２項第５号の条例で定める割合は，５分の４とする。 

３～10 （省 略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第３６条の２ （省 略） 第３６条の２ （省 略） 

２ 前項の規定のうち，租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場

株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）

に係る配当所得に係る部分は，市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場

株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の

市民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定

の適用を受けようとする旨の記載のある第１８条第４項に規定する特定配

当等申告書を提出した場合（次に掲げる場合を除く。）に限り適用するもの

とし，市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株

式等の配当等に係る配当所得について同条第１項及び第２項並びに第２０

条の規定の適用を受けた場合には，当該納税義務者が前年中に支払を受ける

べき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については，前項の規定

は，適用しない。 

２ 前項の規定のうち，租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場

株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）

に係る配当所得に係る部分は，市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得

税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規

定の適用を受けた場合に限り，適用する。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(１) 第１８条第４項ただし書の規定の適用がある場合 

(２) 第１８条第４項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲げる申告

書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項

その他の事情を勘案して，前項の規定を適用しないことが適当であると市

長が認めるとき。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

第３９条 （省 略） 第３９条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において，所得割の

納税義務者が，その有する土地等につき，租税特別措置法第３３条から第３

３条の４まで，第３４条から第３５条の３まで，第３６条の２，第３６条の

５，第３７条，第３７条の４から第３７条の６まで，第３７条の８又は第３

７条の９の規定の適用を受けるときは，当該土地等の譲渡は，第１項に規定

する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において，所得割の

納税義務者が，その有する土地等につき，租税特別措置法第３３条から第３

３条の４まで，第３４条から第３５条の３まで，第３６条の２，第３６条の

５，第３７条，第３７条の４から第３７条の６まで又は第３７条の８の規定

の適用を受けるときは，当該土地等の譲渡は，第１項に規定する優良住宅地

等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第４４条の２ （省 略） 第４４条の２ （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 前項後段の規定は，特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１

日の属する年度分の特例適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。）

４ 前項後段の規定は，特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第２８条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載があるときに限り，適用する。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（特例適用配

当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長

が認めるときを含む。）に限り，適用する。ただし，第１号に掲げる申告書

及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申

告書に記載された事項その他の事情を勘案して，同項後段の規定を適用しな

いことが適当であると市長が認めるときは，この限りでない。 

(１) 第２７条第１項の規定による申告書 

(２) 第２８条第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に

限る。） 

５ （省 略） ５ （省 略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第４５条 （省 略） 第４５条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 前項後段の規定は，条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１

日の属する年度分の条約適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達され

る時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。）

に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（条約適用配

当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長

が認めるときを含む。）に限り，適用する。ただし，第１号に掲げる申告書

及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申

告書に記載された事項その他の事情を勘案して，同項後段の規定を適用しな

いことが適当であると市長が認めるときは，この限りでない。 

(１) 第２７条第１項の規定による申告書 

４ 前項後段の規定は，条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第２８条第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載があるときに限り，適用する。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(２) 第２８条第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に

限る。） 

５ （省 略） ５ （省 略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場合（第

３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第２４条の規定の適用

については，同条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則第

４５条第３項前段に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」とい

う。）に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の同条第４項

に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする

旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場

合（条約適用配当等申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認める場合を含む。）であって，当該条約適用配当等に

係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条

約等の実施に伴う所得税法，法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１項の規定及

び法第２章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき，又は第１８

条第６項」と，同条第３項中「法第３７条の４」とあるのは「租税条約等実

施特例法第３条の２の２第９項の規定により読み替えて適用される法第３

７条の４」とする。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第５１条 所得割の納税義務者が，新型コロナウイルス感染症等の影響に対応

するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。

次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場合（第

３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第２４条の規定の適用

については，同条第１項中「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附則第

４５条第３項前段に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」とい

う。）に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第４項に規定する確定申

告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に

係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって，当該条約適用配当

等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租

税条約等の実施に伴う所得税法，法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１項の規定

及び法第２章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき，又は第１

８条第６項」と，同条第３項中「法第３７条の４」とあるのは「租税条約等

実施特例法第３条の２の２第９項の規定により読み替えて適用される法第

３７条の４」とする。 

 

 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第５１条 所得割の納税義務者が，新型コロナウイルス感染症等の影響に対応

するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号）

第５条第４項に規定する指定行事のうち，市長が指定するものの中止若しく
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

に規定する指定行事のうち，市長が指定するものの中止若しくは延期又はそ

の規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金，参加料金その他の対価

の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指

定期間内にした場合には，当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中

に法附則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３

１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして，第２２

条の２の規定を適用する。 

は延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金，参加料金

その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項

に規定する指定期間内にした場合には，当該納税義務者がその放棄をした日

の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相

当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみ

なして，第２２条の２の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第５２条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス

感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第８条

の２の２第１項の規定の適用については，同項中「令和１５年度」とあるの

は，「令和１６年度」とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症

特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第８条の

２の２第１項の規定の適用については，同項中「令和１５年度」とあるのは

「令和１７年度」と，「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。 

 

 (豊中市市税条例及び固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第２条 豊中市市税条例及び固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例（令和３年豊中市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第１条の表中 

 「 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

第２８条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項

第２８条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項
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に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって，扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有す

る者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に

住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支

払を受ける日の前日までに，法施行規則で定めるところにより，次に

掲げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由して，

市長に提出しなければならない。 

(１)～(３) （省 略） 

２～５ （省 略） 

に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって，扶養親族（年齢１６歳未満の者に限る。）を有

する者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内

に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法

第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の

支払を受ける日の前日までに，法施行規則で定めるところにより，次

に掲げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由して，

市長に提出しなければならない。 

(１)～(３) （省 略） 

２～５ （省 略） 

」を 

 「 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第２８条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって，特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金

額が９，０００，０００円以下であるものに限る。）の自己と生計を

一にする配偶者（退職手当等（第４８条に規定する退職手当等に限る。

以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって，合計所

得金額が９５０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号

において同じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親族であって退職手当

等に係る所得を有しない者を除く。）を有する者（以下この条におい

第２８条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって，特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金

額が９，０００，０００円以下であるものに限る。）の自己と生計を

一にする配偶者（退職手当等（第４８条に規定する退職手当等に限る。

以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって，合計所

得金額が９５０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号

において同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）を有する
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て「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規

定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」

という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに，

法施行規則で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した申告書

を，当該公的年金等支払者を経由して，市長に提出しなければならな

い。 

(１)～(４) （省 略） 

２～５ （省 略） 

者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２

０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条におい

て「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払

を受ける日の前日までに，法施行規則で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由して，市

長に提出しなければならない。 

(１)～(４) （省 略） 

２～５ （省 略） 

」に 

改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第１条中豊中市市税条例第２８条の２の見出し及び同条第１項並びに第２８条の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第８条の２の

２第１項，第３９条第３項及び第５１条の改正規定並びに同条例附則第５２条を削る改正規定並びに第２条の規定並びに次条第１項及び第２項の規定 令和

５年１月１日 

(２) 第１条中豊中市市税条例第１８条第４項及び第６項，第２４第１項及び第２項並びに第２７条第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第３６条の２

第２項，第４４条の２第４項並びに第４５条第４項及び第６項の改正規定並びに次条第３項の規定 令和６年１月１日 

（経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の豊中市市税条例（以下「新条例」という。）第２８条の２第１項の規定は，前条第１号に掲げる規定の施行の日（以下この

項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第２８条の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申

告書について適用し，１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の豊中市市税条例（次項において「旧条例」という。）第２８条の２第１項

に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については，なお従前の例による。 
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２ 新条例第２８条の３第１項の規定は，１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等

（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）について提出する新条例第２８条の３第１項に規定す

る申告書について適用し，１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第２８条の３第１項に規定する申告書については，なお従前の

例による。 

３ 前条第２号に掲げる規定による改正後の豊中市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は，令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，令

和５年度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。 
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市 議 案 第 ６ ８ 号  
豊 中 市 立 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 立 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 本 町 休 日 保 育 を 廃 止 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例 

豊中市立幼保連携型認定こども園条例（平成２７年豊中市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（延長保育等） （延長保育等） 

第７条 認定こども園は，園児その他市長が必要と認めた者（以下「園児等」

という。）の保護者から申込みがあったときは，当該園児等に対し，次に掲

げる事業を行うことができる。ただし，第３号に掲げる事業は，豊中市立本

町こども園で行う。 

第７条 認定こども園は，園児その他市長が必要と認めた者（以下「園児等」

という。）の保護者から申込みがあったときは，当該園児等に対し，次に掲

げる事業を行うことができる。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

(３) 本町休日保育（保護者の就労，傷病等により，園児等に対し日曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（１２月３１日から翌年の１月３日までの期間内にある日曜日及び同法

に規定する休日を除く。）並びに１２月２９日及び同月３０日に保育を行

う事業をいう。以下同じ。） 

 

２ 前項各号に掲げる事業の１日当たりの定員は，次の各号に掲げる事業の種

類に応じ，当該各号に定める数とする。 

２ 前項各号に掲げる事業の１日当たりの定員は，次の各号に掲げる事業の種

類に応じ，当該各号に定める数とする。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

(３) 本町休日保育 ２５人  

３・４ （省 略） ３・４ （省 略） 

別表第２ 別表第２ 

区分 単位 保育料（１人につき） 

（省 略） 

区分 単位 保育料（１人につき） 

（省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

本町休日保育 １日 ２，５００円
 

 
 

備考 （省 略） 備考 （省 略） 

   附 則 

 この条例は，市規則で定める日から施行する。 
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市 議 案 第 ６ ９ 号  
豊 中 市 千 里 文 化 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 千 里 文 化 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ

う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

庄 内 コ ラ ボ セ ン タ ー 及 び 庄 内 コ ラ ボ セ ン タ ー 自 動 車 駐 車 場

の 新 設 に 伴 い ， 同 施 設 の 名 称 ， 位 置 及 び 使 用 料 の 限 度 額 を 定 め

る と と も に ， そ の 他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の

で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   豊中市千里文化センター条例の一部を改正する条例 

 豊中市千里文化センター条例（平成１９年豊中市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

豊中市千里文化センター条例 豊中市コラボセンター条例 

（設置） （設置） 

第１条 生涯学習の振興，健康の増進及び市民の利便性の向上を図り，市民相

互及び世代間の交流を促進するため，豊中市に千里文化センターを設置す

る。 

第１条 市民の利便性の向上を図るとともに，市民相互及び世代間の交流を促

進するため，豊中市にコラボセンターを設置する。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 千里文化センターの名称及び位置は，次のとおりとする。 第２条 コラボセンターの名称及び位置は，次のとおりとする。 

(１) 名称 豊中市千里文化センター 

(２) 位置 豊中市新千里東町１丁目２番２号 

名称 位置 

豊中市千里文化センター 豊中市新千里東町１丁目２番２号 

豊中市庄内コラボセンター 豊中市庄内幸町４丁目２９番１号 
 

 ２ 豊中市庄内コラボセンターに自動車駐車場を置き，その名称及び位置は，

次のとおりとする。 

(１) 名称 豊中市庄内コラボセンター自動車駐車場 

(２) 位置 豊中市庄内幸町４丁目５番，２９番，２９番２，３０番，３１

番，３２番及び２９９番 

（施設の構成等） （施設の相互連携） 

第３条 豊中市千里文化センター（以下「センター」という。）は，次に掲げ

る施設をもって構成する。 

第３条 前条第１項の表の左欄に掲げる施設及び同表の右欄の位置に所在す

る図書館，公民館その他の市有施設は，相互に連携することにより，有機的

な運営を図るものとする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(１) 豊中市役所出張所設置条例（昭和２９年豊中市条例第３８号）本則表

に規定する豊中市役所新千里出張所 

 

(２) 豊中市保健センター条例（昭和４２年豊中市条例第１０号。第５条に

おいて「保健センター条例」という。）第２条第２項に規定する豊中市立

千里保健センター 

 

(３) 公民館条例（昭和３３年豊中市条例第６号）別表第１に規定する豊中

市立千里公民館 

 

(４) 図書館条例（昭和２５年豊中市条例第２２号）別表に規定する豊中市

立千里図書館 

 

(５) 多目的スペース  

２ センターは，前項各号に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることによ

り，有機的な運営を図るものとする。 

 

（職員） （職員） 

第４条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。 第４条 豊中市千里文化センター及び豊中市庄内コラボセンター（以下「セン

ター」という。）にセンター長その他必要な職員を置く。 

（事業） （事業） 

第５条 センターは，保健センター条例，公民館条例及び図書館条例に定める

もののほか，第１条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

第５条 センターは，第１条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

２ 市長は，前項の事業の実施に支障のない限りにおいて，センターの施設（第

３条第１項第１号から第４号までに掲げる施設を除く。以下同じ。）を一般

の利用に供することができる。 

２ 市長は，前項の事業の実施に支障のない限りにおいて，センターの施設を

一般の利用に供することができる。 

（関係条例）  
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第６条 第３条第１項第２号から第４号までに掲げる施設の管理運営につい

ては，それぞれ当該各号に規定する条例に定めるもののほか，この条例の定

めるところによる。 

 

（使用承認） （使用承認） 

第７条 （省 略） 第６条 （省 略） 

（使用制限） （使用制限） 

第８条 （省 略） 第７条 （省 略） 

（使用承認の取消し等） （使用承認の取消し等） 

第９条 （省 略） 第８条 （省 略） 

（入館の禁止） （入館の禁止） 

第１０条 （省 略） 第９条 （省 略） 

（使用料等） （使用料等） 

第１１条 使用者は，別表に定める額の範囲内で市規則で定める使用料を前納

しなければならない。 

第１０条 使用者は，別表第１に定める額の範囲内で市規則で定める使用料を

前納しなければならない。 

 ２ 第２条第２項に規定する豊中市庄内コラボセンター自動車駐車場（以下

「駐車場」という。）を使用する者は，自動車を駐車場から出場させる時に

別表第２に定める額の範囲内で市規則で定める使用料を納付しなければな

らない。 

２ 市長は，特別の理由があると認めるときは，前項の使用料を減免すること

ができる。 

３ 市長は，特別の理由があると認めるときは，前２項の使用料を減免するこ

とができる。 

（使用料の返還） （使用料の返還） 

第１２条 （省 略） 第１１条 （省 略） 

（使用者の義務） （使用者の義務） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第１３条 使用者は，次に掲げる義務を履行しなければならない。 第１２条 使用者は，次に掲げる義務を履行しなければならない。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

(３) 建物，附属物又は器具を滅失又はき損しないこと。 (３) 建物，附属物又は器具を滅失又は毀損しないこと。 

(４)～(６) （省 略） (４)～(６) （省 略） 

（設備の承認等） （設備の承認等） 

第１４条 （省 略） 第１３条 （省 略） 

２ 使用者は，前項の規定により設備又は装飾をしたときは，使用後速やかに

これを撤去して原状に回復しなければならない。第９条第１項の規定により

使用承認を取り消されたときも同様とする。 

２ 使用者は，前項の規定により設備又は装飾をしたときは，使用後速やかに

これを撤去して原状に回復しなければならない。第８条第１項の規定により

使用承認を取り消されたときも同様とする。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

 （駐車場） 

 第１４条 豊中市庄内コラボセンター及び第２条第１項の表豊中市庄内コラ

ボセンターの項の右欄の位置に所在する図書館，公民館その他の市有施設の

来館者は，駐車場を使用することができる。 

 （駐車することができる自動車） 

 第１５条 駐車場に駐車することができる自動車は，道路交通法施行規則（昭

和３５年総理府令第６０号）第２条の表に規定する普通自動車とし，その長

さ，幅，高さ及び重量は，市規則で定める。 

 （駐車場への入場の禁止） 

 第１６条 市長は，前条に規定する自動車が次の各号のいずれかに該当する場

合は，駐車場への入場を禁止し，又は出場を命じることができる。 

  (１) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。 

  (２) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

  (３) 前２号に掲げるもののほか，市規則で定めるとき。 

 （禁止行為） 

 第１７条 駐車場においては，次に掲げる行為をしてはならない。 

  (１) 他の自動車の駐車を妨げること。 

  (２) 駐車場の施設，設備その他の物件又は駐車中の他の自動車を汚損し，

又は毀損すること。 

  (３) 前２号に掲げるもののほか，駐車場の管理に関し市長が定める行為 

 （使用の休止） 

 第１８条 市長は，駐車場の補修その他特に必要があると認めるときは，駐車

場の全部又は一部の使用を休止することができる。 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１５条 使用者の責めに帰すべき理由によって建物，附属物又は器具を滅失

し，又はき損したときは，使用者においてその損害を賠償しなければならな

い。 

第１９条 自己の責めに帰すべき理由によってセンター及び駐車場の施設，設

備その他の物件を汚損し，毀損し，又は滅失させた者は，その損害を賠償し

なければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（委任） （委任） 

第１６条 （省 略） 第２０条 （省 略） 

別表 別表第１ コラボセンター使用料 

施設名 使用料（１日につき） 

多目的スペース １８，０００円 
 

 １ 豊中市千里文化センター 

施設名 使用料（１日につき） 

多目的スペース １８，０００円 
 

  ２ 豊中市庄内コラボセンター 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 施設名 使用料（１日につき） 

会議室１ １，４００円 

会議室２ ５，６００円 

会議室３ ４，７００円 

会議室４ ２，７００円 

会議室５ ４，０００円 

会議室６ １，９００円 

会議室７ ４，４００円 

会議室８ ４，３００円 

会議室９ ４，３００円 

多目的室１ ５，０００円 

多目的室２ ５，０００円 

音楽練習室１ ７００円 

音楽練習室２ ７００円 
 

 別表第２ 豊中市庄内コラボセンター自動車駐車場使用料 

 単位 使用料 

駐車時間が３０分以内の場合 無料 

駐車時間が３０分を超える場合 ３０分までごとに１００円 
 

   附 則 

１ この条例は，市規則で定める日から施行する。 

２ 豊中市役所出張所設置条例（昭和２９年豊中市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  本則の表中「豊中市庄内幸町５丁目８番１号」を「豊中市庄内幸町４丁目２９番１号」に改める。 

３ 豊中市立子育て支援センター条例（平成１３年豊中市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条に次の１項を加える。 

 ２ 子育て支援センターに分館を置き，その名称及び位置は，次のとおりとする。 

  (１) 名称 豊中市立子育て支援センターほっぺ南部分室 

(２) 位置 豊中市庄内幸町４丁目２９番１号 

第３条第１項中「いう。）」を「いう。）及び豊中市立子育て支援センターほっぺ南部分室」に改める。 

４ 豊中市保健センター条例（昭和４２年豊中市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項の表中「豊中市島江町１丁目３番１４―１０１号」を「豊中市庄内幸町４丁目２９番１号」に改める。 

  第３条第１項第２号及び第３号を削り，同項第４号を同項第２号とし，同条第２項を削り，同条第３項中「前２項」を「前項」に，「分館を含む」を「豊中

市立庄内保健センターを除く」に改め，同項を同条第２項とする。 

  別表の２の表を削り，別表の３の表を別表の２の表とする。 

５ 公民館条例（昭和３３年豊中市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「豊中市三和町３丁目２番１号」を「豊中市庄内幸町４丁目２９番１号」に改める。 

  別表第２の３の表を次のように改める。 

  ３ 庄内公民館 

施設の名称 定員 施設使用料（１日につき） 

和室 １６人 ２，３００円 

料理室 ３０  ３，３００  

講座室 １００  ７，０００  

視聴覚室 ３９  ３，０００  

陶芸窯室 ３  ７００  

制作室 ２０  ２，６００  

第１学習室 １８  １，７００  

第２学習室 ４８  ４，３００  
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音楽室 ３２  ３，３００  

第１ダンス練習室 ３６  ３，７００  

第２ダンス練習室 ３８  ３，７００  

６ 図書館条例（昭和２５年豊中市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「豊中市三和町３丁目２番１号」を「豊中市庄内幸町４丁目２９番１号」に改め，同表中豊中市立庄内幸町図書館の項を削る。 
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市 議 案 第 ７ ０ 号  
豊 中 市 立 市 民 公 益 活 動 支 援 セ ン タ ー 条 例 の 設 定 に

つ い て  
 豊 中 市 立 市 民 公 益 活 動 支 援 セ ン タ ー 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す

る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

市 民 公 益 活 動 支 援 セ ン タ ー の 新 設 に 伴 い ， 同 施 設 の 名 称 ， 位

置 ， 事 業 等 を 定 め る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊 中 市条 例 第   号  

   豊 中 市 立 市 民 公 益活 動 支 援 セ ン タ ー条 例  

（ 設 置）  

第 １ 条  市 民 公 益 活 動 の た め の 情 報 発 信 や 交 流 の 機 会 の 提 供 そ

の 他 の 支 援 を 行 う こ と に よ り ， 市 民 の 参 加 と 協 働 に よ る 豊 か

な 地 域 社 会 の 形 成 に 寄 与 す る た め ， 豊 中 市 に 市 民 公 益 活 動 支

援 セ ンタ ー を 設 置 す る 。  

（ 名 称及 び 位 置 ）  

第 ２ 条  市 民 公 益 活 動 支援 セ ン タ ー（ 以 下「 セ ン タ ー 」と い う。）

の 名 称及 び 位 置 は ， 次 のと お り と す る 。  

(１ ) 名 称  豊 中 市 立 市民 公 益 活 動 支 援 セン タ ー  

(２ ) 位 置  豊 中 市 庄 内幸 町 ４ 丁 目 ２ ９ 番１ 号  

（ 事 業）  

第 ３ 条  セ ン タ ー は ， 第 １ 条 の 目 的 を 達 成 す る た め ， 次 に 掲 げ

る 事 業を 行 う 。  

(１ ) 市 民 公 益 活 動 に 関す る 情 報 発 信 及 び交 流 の 機 会 の 提 供  

(２ ) 市 民 公 益 活 動 に 関す る 相 談  

(３ ) 市 民 公 益 活 動 に 関す る 情 報 の 収 集 及び 提 供  

(４ ) 市 民 公 益 活 動 に 関す る 講 座 の 開 催  

(５ ) そ の 他 市 長 が 必 要と 認 め る 事 業  

（ 入 館の 禁 止 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に は ， 入 館

を 禁 止し ， 又 は 退 去 を 命じ る こ と が で き る。  

(１ ) 他 人 に 危 害 を 及 ぼ し ， 若 し く は 他 人 の 迷 惑 に な る 物 品

又 は 動物 の 類 を 携 帯 す る者  

(２ ) 管 理 上 必 要 な 指 示に 従 わ な い 者  

(３ ) そ の 他 管 理 上 支 障が あ る と 認 め る 者  

（ 委 任）  

第 ５ 条  こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は ， 市 規 則 で 定 め

る 。  

附  則  
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こ の 条例 は ， 市 規 則 で 定め る 日 か ら 施 行 する 。  
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市 議 案 第 ７ １ 号  
豊 中 市 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 大 阪 府 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例  

の 改 正 に よ る 引 用 条 項 の 移 動 に 伴 い ， 所 要 の 規 定 を 整 備 す る た  

め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   豊中市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

豊中市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年豊中市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（市において行う事務) （市において行う事務） 

第２条 市は，保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令

（平成１９年政令第３１８号）第２条並びに高齢者の医療の確保に関する法

律施行規則（平成１９年厚生労働省令第１２９号）第６条及び第７条に規定

する事務のほか，次に掲げる事務を行うものとする。 

第２条 市は，保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令

（平成１９年政令第３１８号）第２条並びに高齢者の医療の確保に関する法

律施行規則（平成１９年厚生労働省令第１２９号）第６条及び第７条に規定

する事務のほか，次に掲げる事務を行うものとする。 

(１)～(５) （省 略） (１)～(５) （省 略） 

(６) 広域連合条例附則第５条第１項の規定による傷病手当金の支給に係

る申請書の提出の受付 

(６) 広域連合条例附則第３条第１項の規定による傷病手当金の支給に係

る申請書の提出の受付 

(７) （省 略） (７) （省 略） 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

44



市 議 案 第 ７ ２ 号  
豊 中 市 建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ７ 月 １ ３ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 建 築 基 準 法 の 改 正 に よ る 引 用 条 項 の 移 動 に 伴 い ， 所 要 の 規 定

を 整 備 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   豊中市建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 豊中市建築基準法施行条例（平成１６年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（確認及び検査等の手数料） （確認及び検査等の手数料） 

第６４条 （省 略） 第６４条 （省 略） 

２～７ （省 略） ２～７ （省 略） 

８ 次の表の中欄に掲げる承認，指定，許可又は認定の申請をしようとする者

は，それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。こ

の場合における当該手数料の金額は，１件につきそれぞれ同欄に掲げる金額

とする。 

８ 次の表の中欄に掲げる承認，指定，許可又は認定の申請をしようとする者

は，それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。こ

の場合における当該手数料の金額は，１件につきそれぞれ同欄に掲げる金額

とする。 

 区分 金額 

事務 名称 

（省 略） 

２２ 法第８５条第５項の規定

に基づく仮設建築物の建

築の許可の申請に対する

審査 

（省 略） 

２３ 法第８５条第６項の規定

に基づく仮設興行場等の

建築の許可の申請に対す

る審査 

（省 略） 

（省 略） 

 区分 金額 

事務 名称 

（省 略） 

２２ 法第８５条第６項の規定

に基づく仮設建築物の建

築の許可の申請に対する

審査 

（省 略） 

２３ 法第８５条第７項の規定

に基づく仮設興行場等の

建築の許可の申請に対す

る審査 

（省 略） 

（省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

３６ 法第８７条の３第５項の

規定に基づく用途の変更

を伴う興行場等の使用の

許可の申請に対する審査 

（省 略） 

 

３７ 法第８７条の３第６項の

規定に基づく用途の変更

を伴う特別興行場等の使

用の許可の申請に対する

審査 

（省 略） 

（省 略） 
 

３６ 法第８７条の３第６項の

規定に基づく用途の変更

を伴う興行場等の使用の

許可の申請に対する審査 

（省 略） 

３７ 法第８７条の３第７項の

規定に基づく用途の変更

を伴う特別興行場等の使

用の許可の申請に対する

審査 

（省 略） 

（省 略） 
 

９～18 （省 略） ９～18 （省 略） 

（仮設建築物等に対する特例） （仮設建築物等に対する特例） 

第６８条 第２章及び第３章の規定は，法第８５条第５項の規定による許可を

受けた仮設建築物若しくは同条第６項の規定による許可を受けた仮設興行

場等又は法第８７条の３第５項の規定による許可を受けた興行場等若しく

は同条第６項の規定による許可を受けた特別興行場等については，適用しな

い。 

第６８条 第２章及び第３章の規定は，法第８５条第６項の規定による許可を

受けた仮設建築物若しくは同条第７項の規定による許可を受けた仮設興行

場等又は法第８７条の３第６項の規定による許可を受けた興行場等若しく

は同条第７項の規定による許可を受けた特別興行場等については，適用しな

い。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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